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(百万円未満切捨て)

（１）経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

事業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 82,893 1.4 458 △73.0 985 △51.7 961 △63.9

2025年３月期第３四半期 81,736 4.5 1,695 △68.0 2,038 △68.2 2,663 △25.8

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2026年３月期第３四半期 15.98 －

2025年３月期第３四半期 45.07 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2026年３月期第３四半期 109,769 28,500 26.0

2025年３月期 103,888 27,119 26.1

（参考）自己資本 2026年３月期第３四半期 28,500百万円 2025年３月期 27,119百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2025年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00

2026年３月期 － 0.00 －

2026年３月期（予想） － －

（％表示は、対前期増減率）

事業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 111,000 1.9 1,600 △12.4 1,000 31.5 100 △95.3 1.66

１．2026年３月期第３四半期の業績（2025年４月１日～2025年12月31日）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．当社は定款において第２四半期末及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では2026年３月期の期

末における配当予想額は未定としております。

３．2026年３月期の業績予想（2025年４月１日～2026年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2026年３月期３Ｑ 60,329,400株 2025年３月期 60,329,400株

②  期末自己株式数 2026年３月期３Ｑ 162,430株 2025年３月期 106,430株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2026年３月期３Ｑ 60,203,095株 2025年３月期３Ｑ 59,096,593株

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ：無

②  ①以外の会計方針の変更                  ：無

③  会計上の見積りの変更                    ：無

④  修正再表示                              ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  添付される四半期財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：有（任意）

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての

注意事項等については、［添付資料］２ページ「１．経営成績等の概況（３）業績予想などの将来予測情報に関する

説明」をご覧ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

　当社は、2026年２月６日（金）に機関投資家・アナリスト向けオンライン決算説明会を開催する予定です。

　この説明会の内容（動画）及び決算補足説明資料については、速やかに当社IRサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

　当第３四半期累計期間（2025年４月１日〜2025年12月31日）におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善、イ

ンバウンド需要の増加等により緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、継続的な物価上昇による個人消費

の弱含み、米国の通商政策の動向、地政学リスクの長期化に加え、為替相場を含む金融資本市場の変動など、先行

きは依然として注視が必要な状況にあります。

　当社が事業を展開する国内線航空市場においては、円安や海外の物価高騰による国内旅行へのシフトなどを背景

に、旅客需要は引き続き堅調に推移いたしました。しかしながら、国内線航空各社は堅調なノンビジネス需要の獲

得に向けたプロモーションを強化するなど、価格競争は従来以上に厳しさを増しております。

　このような環境下において、当第３四半期累計期間の有償旅客数は6,006,971名（前年同期比3.0％減）となりま

した。事業収益の最大化を目指した戦略的な単価設定により有償旅客数は前年同期比で減少いたしましたが、単価

と有償旅客数のバランスを最適化すべくイールドマネジメントの深化に努めてまいりました。その結果、厳しい事

業環境の中でも旅客単価が前年同期を上回り、事業収益は第３四半期累計期間における過去最高を記録いたしまし

た。

　一方で、営業費用については、円安進行や世界的なインフレ影響による物価高騰、政府補助縮小等により継続し

て増加傾向にあります。これらのコスト上昇に対して、オペレーション業務の見直しやコスト管理の徹底等の自助

努力による費用抑制に取り組みましたが、コスト増加分の全てを吸収するには及びませんでした。加えて、航空機

（特にエンジン）整備費の増加が想定を上回って推移している直近の状況を受け、将来の整備計画に対する整備引

当金を積み増したことで費用は増加し、結果として当第３四半期累計期間における営業利益は前年同期比で減少い

たしました。

　2026年３月期の事業運営方針に掲げる「収益性の高い事業構造への進化・変革」及び「2027年３月期以降の飛躍

的成長に向けた準備」については、顧客利便性向上を目指した有料座席であるフォワードシートのWEB予約化、各種

手数料の改定、若年層向け新運賃導入など様々な取り組みを進めてまいりました。2025年10月には、国際線運航の

事業可能性の検討に向けたチャーター便として、神戸＝台北（台湾桃園国際空港）線の運航を実施いたしました。

加えて、2024年２月にサービスを開始したマイページの登録者数が2025年12月には100万人を突破し、顧客データを

活用したカスタマーロイヤリティの向上に努めてまいりました。

（事業収益及び営業費用の状況）

　当第３四半期累計期間においては、上記のとおり旅客単価の上昇により、事業収益は82,893百万円（前年同期

比1.4％増）となりました。事業費につきましては、円安及び世界的なインフレによる物価上昇により76,920百万

円（前年同期比2.7％増）となり、営業利益は458百万円（前年同期比73.0％減）となりました。

　営業外損益では、主に円安に伴う外貨建資産に係る為替差益を910百万円計上した事により経常利益は985百万

円（前年同期比51.7％減）に、四半期純利益は961百万円（前年同期比63.9％減）にそれぞれなりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

　当第３四半期会計期間末の資産合計は109,769百万円となり、前事業年度末に比べ5,881百万円増加しました。こ

れは主に、航空機購入を含む建設仮勘定の増加14,389百万円、現金及び預金の減少6,255百万円、営業未収入金及び

未収入金の減少3,278百万円によるものです。負債合計は81,269百万円となり、前事業年度末に比べ4,500百万円増

加しました。これは主に、航空機購入に伴う借入金が増加したことによるものです。純資産合計は28,500百万円と

なり、前事業年度末に比べ1,380百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が781百万円増加したことによるも

のです。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2026年３月期の業績予想については、2025年11月13日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

から変更はありません。
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（単位：百万円）

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 26,018 19,763

営業未収入金 5,467 3,690

貯蔵品 56 36

未収入金 2,448 947

前払費用 4,332 3,358

デリバティブ債権 62 117

為替予約 952 1,491

その他 84 78

流動資産合計 39,424 29,483

固定資産

有形固定資産

航空機材（純額） 8,765 9,203

建設仮勘定 4,743 19,132

その他（純額） 2,253 3,508

有形固定資産合計 15,762 31,845

無形固定資産 218 340

投資その他の資産

長期前払費用 533 383

敷金及び保証金 3,961 4,051

長期預け金 24,423 23,757

繰延税金資産 19,478 19,145

デリバティブ債権 8 －

為替予約 78 761

その他 0 0

投資その他の資産合計 48,483 48,100

固定資産合計 64,464 80,285

資産合計 103,888 109,769

負債の部

流動負債

営業未払金 3,805 4,261

短期借入金 20,000 20,854

１年内返済予定の長期借入金 1,750 7,000

未払法人税等 32 24

契約負債 13,862 11,188

定期整備引当金 7,288 4,176

賞与引当金 903 489

デリバティブ債務 133 513

その他 2,122 2,410

流動負債合計 49,897 50,918

固定負債

長期借入金 7,500 7,590

返還整備引当金 2,461 2,443

定期整備引当金 15,543 19,267

資産除去債務 320 322

デリバティブ債務 259 16

為替予約 52 －

その他 736 709

固定負債合計 26,871 30,350

負債合計 76,769 81,269

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表
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（単位：百万円）

前事業年度
(2025年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2025年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 100 100

資本剰余金 17,966 17,966

利益剰余金 8,858 9,639

自己株式 △89 △89

株主資本合計 26,835 27,616

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 284 883

評価・換算差額等合計 284 883

純資産合計 27,119 28,500

負債純資産合計 103,888 109,769
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（単位：百万円）

前第３四半期累計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

事業収益 81,736 82,893

事業費 74,880 76,920

事業総利益 6,855 5,972

販売費及び一般管理費 5,160 5,514

営業利益 1,695 458

営業外収益

為替差益 195 910

違約金収入 701 696

受取利息 174 264

その他 120 172

営業外収益合計 1,192 2,044

営業外費用

支払利息 391 594

支払手数料 221 730

固定資産除却損 177 117

その他 59 74

営業外費用合計 849 1,517

経常利益 2,038 985

特別利益

資産除去債務戻入益 66 －

特別利益合計 66 －

税引前四半期純利益 2,105 985

法人税、住民税及び事業税 24 24

法人税等調整額 △582 △1

法人税等合計 △558 23

四半期純利益 2,663 961

（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

　当社の四半期財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条

第２項に定める記載の省略を適用）に準拠して作成しております。

（セグメント情報等の注記）

　当社の事業セグメントは、航空事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

前第３四半期累計期間
（自  2024年４月１日

至  2024年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自  2025年４月１日

至  2025年12月31日）

減価償却費 2,073百万円 2,494百万円

（四半期キャッシュ・フロー計算書に関する注記）

  当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

- 6 -

スカイマーク株式会社（9204）　2026年３月期　第３四半期決算短信 



独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書

2026年２月５日

スカイマーク株式会社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 上田　知範

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 笹岡　祐也

監査人の結論

　当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているスカイマーク株式会社の2025年４月１日から2026年３

月31日までの第30期事業年度の第３四半期会計期間（2025年10月１日から2025年12月31日まで）及び第３四半期累計期間

（2025年４月１日から2025年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及

び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等

の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四

半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさ

せる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規

定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法

人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の

省略が適用されている。）に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である

かどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の

省略が適用されている。）に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（四半期決算短信開示会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータ及びＨＴＭＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。

四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・  継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務

諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（た

だし、四半期財務諸表等の作成基準第４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていな

いと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる

場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する

四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが

求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況に

より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我

が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第

４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないか

どうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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